
【質問・回答】　調達件名：令和８年度国庫補助事業　南区道路橋点検業務

№ 質問事項 回答

1

１．点検業務全体の直接人件費について 
　「第６号内訳書　安全費」の算定に用いる「点検業務全体の直接
人件費」は単-８号～単-17号にかかる人件費と考えて宜しかった
でしょうか。それとも単-８号～単11号の範囲となるのでしょうか。 
何れとも異なる場合は、範囲の具体的な指定をお願いします。  
２．旅費交通費及び電子成果品作成費について
 　本業務における旅費交通費及び電子成果品作成費の算定に用
いる直接人件費は、業務全体の直接人件費で宜しかったでしょう
か。もしくは、調査以外の人件費（単-1～単-7、内-１号～内2号）が
対象となるのでしょうか。 何れとも異なる場合は、範囲の具体的な
指定をお願いします。

１.安全費の算定に用いる点検業務全体の直接人件費の範囲は、単-
1号～単-17号及び内-1号～内2号になります。

２.旅費交通費及び電子成果品作成費の直接人件費の範囲について
も、１.と同じになります。


